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第１期大野城市地域福祉計画【概要】 

 

 

第１章 計画の策定にあたって 

⑴ 計画の法的根拠 

・社会福祉法第 107 条第１項に規定する「市町村地域福祉計画」として策定 

 

⑵ 計画策定の経緯 

・平成 27年４月「第１期大野城市地域福祉活動における市民活動推進計画」策定 

  ⇒各分野の福祉計画の一部及び市民活動推進計画の一部を包含して地域福祉計画とみなす 

 

・地域福祉の更なる推進・強化のために、従来のやり方を変更 

  ⇒社会福祉法第 107 条第１項に規定する要素を一つにまとめた計画として、地域

福祉計画を策定 

    各分野の福祉計画の上位計画に位置付け 

 

⑶ 計画の期間 

・令和６年度から令和８年度までの３年間 

 

⑷ 計画策定の過程 

時期 策定経過 

令和４年 12月 ・計画策定方針決定 

令和５年４月 ・監修者に山﨑安則教授（筑紫女学園大学人間科学部）就任 

・庁内作業部会（福祉サービス課、すこやか長寿課、介護支

援課、生活支援課、健康課、こども・若者政策課、こども

健康課、コミュニティ文化課）を設置 

令和５年５月 やすらぎのまち市民協議会（委員数 10人）において意見聴取 

令和５年７月 市民ワークショップ「ＯＮＯＪＯふくしトーク～あったらよ

かねを考える～」の実施（参加者数 68人） 

令和５年９月 やすらぎのまち市民協議会において意見聴取 

 

第２章 地域福祉を取り巻く現状と課題 

⑴ 課題１ 福祉教育に関する課題 

・おおのじょうボランティアセンター、まどかぷらっと登録者数は、順調に増加 

・その反面、地域福祉の要となる民生委員・児童委員、福祉推進委員の確保について

は、苦慮している地域が多数 

・地域福祉の担い手づくりのために、更なる福祉教育の取組が必要 
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⑵ 課題２ 生活支援体制整備事業に関する課題 

・市民や民間団体、市が連携しながら、高齢者の日常生活支援の体制を充実させるた

めに、生活支援体制整備事業を推進する必要あり 

・現在、第１層・第２層協議体は整備済 

・区に対して、第３層協議体の設置の推進を今後も図る必要あり 

 

⑶ 課題３ 重層的支援体制整備事業に関する課題 

・少子高齢化、ライフスタイルの多様化等を背景に、福祉課題の多様化・複雑化、「制

度の狭間」問題の顕在化の現象あり 

・これらの課題に対応していくために、重層的支援体制整備事業の実施の検討が必要 

 

第３章・第４章 計画の基本的な考え方・施策の展開 

⑴ 基本理念・基本目標・施策展開・施策の方向性・主な取組・目標値の内容 

・別紙のとおり 

 

⑵ 基本目標設定に関する考え方 

・３つの課題に対して３つの基本目標を設定 

課題 対応する基本目標 

課題１ 福祉教育に関する課題 基本目標１ 人をつくる 

～全世代に対する福祉教育の取組～ 

課題２ 生活支援体制整備事業に 

関する課題 

基本目標２ 地域をつくる 

～「わがごと」の地域づくり～ 

課題３ 重層的支援体制整備事業に 

関する課題 

基本目標３ 相談支援体制をつくる 

～「まるごと」の支援体制づくり～ 

・「基本目標３ 相談支援体制をつくる～「まるごと」の支援体制づくり～」の取組

は、従来の福祉分野の計画にはない新たな取組 

 

第５章 重層的支援体制整備について 

・重層的支援体制整備の取組と方向性について整理 

 


